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日本年金機構ホームページは、令和8年3月14日（土）にリニューアルを予定しています。

リニューアルの概要は、以下をご覧ください。

また、リニューアルに伴い、情報の掲載先の整理を行うため、一部ページのＵＲＬを変更す

ることを予定しています（トップページのURLに変更はありません）。

リニューアル前の各ページをお気に入り（ブックマーク）登録している場合や、各ページに

対してリンクを設定している場合は、お手数ですが、令和8年3月14日以降、お気に入り（ブッ

クマーク）の再登録やリンクの設定変更をお願いします。

日本年金機構ホームページのリニューアルのお知らせ
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● 情報へのたどり着きやすさの改善

機構ホームページの利用者を「個人の方」と「事業所

の方」に分け、トップページにおいてこれら２つの対象

者を区分して情報提供することで、導線の改善を図りま

す。

また、トップページなどの主要なページは、情報を整

理するとともに、分かりやすい情報の切り口（制度別で

はなく目的別など）とすることで、年金に詳しくない方

にも使いやすいホームページを目指します。

１．デザインのコンセプト

リニューアルの概要

３．ＵＲＬの変更

PC版トップページデザイン（イメージ）

https://www.nenkin.go.jp

「ねんきんネット」、「年金Ｑ＆Ａ」、市区町村担当

者向けページの一部や外国人向けページ（英語・やさし

い日本語）などのＵＲＬが変更となります。

なお、更改後1年程度は、旧ＵＲＬにアクセスした場合、

自動的に新ＵＲＬのページを表示する予定です。

２．市区町村担当者向けページの整理

現行の「社会保険労務士、年金委員、市区町村担当者

の方」ページを「市区町村職員の方」ページとして整理

し、「かけはし」や市区町村職員向け研修資料等の情報

を掲載します（※）。トップページ下部に配置するボタ

ンから、「市区町村職員の方」ページを利用できます。

● オンラインサービスへの導線強化

トップページに常設の入口を設置し、電子申請をはじ

めとする各種オンラインサービスへの導線を強化します。

※URL

https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/

cooperator/index.html

市区町村職員の方

「個人の方」「事
業所の方」のどち
らかを選んで表示
する情報を切替
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在職老齢年金とは、働きながら年金を受給する高齢者について、一定額以上の報酬のある

方は年金制度を支える側に回っていただくという考え方に基づき、老齢厚生年金の支給額を

調整する仕組みです。

在職老齢年金制度の見直し【令和８年４月１日施行】
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◆在職老齢年金について

◆今回の見直しの趣旨

令和７年年金制度改正に基づき、令和８年４月から、老齢厚生年金が減額になる基準額が

月51万円から65万円※に引き上げられます。平均寿命・健康寿命が延びる中で、働き続け

ることを希望する高齢者の方の活躍を後押しし、より働きやすい仕組みとすることが、今回

の見直しの趣旨です。

※基準額は毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

日本年金機構ホームページにおいて、本見直しに係る特設ページを設けていますので、

詳細は以下をご覧ください。

「日本年金機構ホームページ 在職老齢年金制度が改正されます」

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html

◆手続きについて

March2026＜Vol.99＞ 

本見直しに伴う届出は不要です。

なお、令和８年４月からの年金額や老齢厚生年金の支給停止額が変更となる受給者につい

ては、日本年金機構から令和８年６月上旬に送付する「年金額改定通知書」でお知らせする

予定です。

https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/zairoukaisei.html


［戸籍法改正関係］氏名のフリガナを変更する場合の年金に関するお願い

○令和７年11月に発行した「かけはしvol.97」等において、

戸籍の氏名フリガナを変更される年金受給者へのご案内をお

願いしたところです。

○これまで、年金受給者に対する大きなトラブルはなく順調

に対応できているところですが、届出期限である令和８年５

月にかけて、氏名のフリガナの届出件数及び日本年金機構か

らお送りする「氏名変更のお知らせ」の送付件数の増加が見

込まれます。

○このため、改めて周知用チラシ 「年金受給者のみなさま

へ」の配付及び年金受給者へのご案内についてご協力をよろ

しくお願いいたします。

○日本年金機構ホームページ（特設ページ※）では「氏名変

更のお知らせ」の見本や周知用チラシ（PDFファイル）を掲

載していますので、ご案内の際には併せてご活用ください。

年金受給者にご案内いただきたいこと

○市区町村から通知された氏名のフリガナを変更すると、その情報が年金記録の氏名のフリガ

ナと相違する場合、年金記録の氏名のフリガナも変更されます。

○変更後の年金記録の氏名のフリガナが年金の受取先金融機関の口座名義（フリガナ）と相違

している場合は、年金の支払いが一時的に止まることがあります。

○「氏名変更のお知らせ」が届く前に年金の受取先金融機

関の口座名義（フリガナ）の変更手続きを行うと、年金

記録の氏名のフリガナの変更が間に合わず、次回の年金

支払いが一時的に止まることがあります。

○年金の支払いが一時的に止まってしまった場合は、お近

くの年金事務所までお問い合わせいただくようご案内を

お願いします。

＜周知用チラシ＞
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※URL：https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/kosekinenkin.html

＜氏名変更のお知らせ（見本）＞

○このため、年金記録の氏名のフリガナが変更された方に

は、日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」をお送り

しますので、「氏名変更のお知らせ」が届いてから、次

回の年金支払日までに年金の受取先金融機関の口座名義

（フリガナ）の変更手続きをしていただくようご案内を

お願いします。
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２．マイナポータルへの免除ＴＡ申請書の電子送付について
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１．国民年金保険料免除・納付猶予申請書の送付について

国民年金保険料の免除または納付猶予に該当する者へ過年度分の「国民年金保険料免除・納付

猶予申請書（ターンアラウンド様式）（以下「免除ＴＡ申請書」という。）」を以下のとおり

送付します。

過年度分の「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」の送付について

※過年度２年目及び過年度１年目の両年度で全額免除または納付猶予に該当する

場合には、１通の封筒で送付されます。

送付対象者

過年度

 ２年目

令和6年度に国民年金保険料の未納期間があり、本人・配偶者・

世帯主の令和5年所得及び扶養情報から、全額免除または納付猶予

に該当する者（学生納付特例の対象者を除く）

過年度

 １年目

令和7年度に国民年金保険料の未納期間があり、本人・配偶者・

世帯主の令和6年所得及び扶養情報から、全額免除または納付猶予

に該当する者（学生納付特例の対象者を除く）

送付物

・免除ＴＡ申請書（ハガキ形式）

・リーフレット（申請書の記入方法等）

・個人情報保護シール

送付時期 令和8年4月30日(木)（予定）

マイナポータルとねんきんネットを認証連携している者には、免除ＴＡ申請書の送付に併せて

マイナポータルの「お知らせ」へ免除ＴＡ申請書（電子データ）が電子送付されます。

令和6年度（令和6年7月～令和7年6月）及び令和7年度（令和7年7月～令和8年6月）における

国民年金保険料の免除等を希望される場合は、免除ＴＡ申請書に必要事項を記入のうえ、提出

いただくよう、ご案内をお願いします。

（免除ＴＡ申請書及びリーフレットのレイアウトについては、次頁をご覧ください。）

なお、令和6年6月分以前の免除・納付猶予申請については、通常の申請書（Ａ4サイズ複写式

のもの）による申請が必要になります。
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免除ＴＡ申請書
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リーフレット おもて面
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リーフレット うら面

March2026＜Vol.99＞ 



２．マイナポータルへの学特ＴＡ申請書の電子送付について

9

１．国民年金保険料学生納付特例申請書の送付について

令和8年度の「国民年金保険料学生納付特例申請書（ターンアラウンド様式）（以下「学特ＴＡ

申請書」という。）」を以下のとおり送付します。

マイナポータルとねんきんネットを認証連携している者には、学特ＴＡ申請書の送付に併せて

マイナポータルの「お知らせ」へ学特ＴＡ申請書（電子データ）が電子送付されます。

令和8年度（令和8年4月～令和9年3月）における国民年金保険料の学生納付特例を希望される

場合は、学特ＴＡ申請書に必要事項を記入のうえ、提出いただくよう、ご案内をお願いします。

（学特ＴＡ申請書及び申請書の記入方法のレイアウトについては、次頁をご覧ください。）

送付対象者

令和7年度に学生納付特例が承認されている者で、在学予定年月の終期が

令和8年4月以降である者

（令和7年度に失業特例により学生納付特例が承認された者を除く）

送付物

・学特ＴＡ申請書（ハガキ形式）

・リーフレット（申請書の記入方法等）

・個人情報保護シール

送付時期 令和8年4月1日(水)（予定）

令和8年度「国民年金保険料学生納付特例申請書」の送付について

３．学生納付特例の電子申請について

２．の学特ＴＡ申請書（電子データ） が「お知らせ」に届いていない場合でも、マイナポータ

ルから学生納付特例の電子申請ができます。学生納付特例を希望する方から相談があった場合は、

相談機会を捉え、電子申請を利用いただくよう、ご案内をお願いいたします。

※ 同封するリーフレットに電子申請の手順を記載していますので、ご案内する際の参考として

ください。

March2026＜Vol.99＞ 
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学特ＴＡ申請書

S3年

〈
　
切
　
り
　
取
　
り
　
線
　
〉

国民年金保険料
学生納付特例申請書

 所得に関する情報について、関係法令に基づき、申告義務がある場合には、正しく申告する必要があります。

ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ

 以下の 　　　　 箇所に記入をお願いいたします。

在学予定年月

この申請に必要な所得情報等の確認を市区町村（前住所地等を含む）および 
日本年金機構に委託します。 

学生納付特例申請期間

届 書 コ ー ド

4 6 2 3 9

基礎年金番号

9 9 9 9 9 9 9

生年月日

申請者記入欄  　  こちらの欄はご記入の必要はありません。  基礎年金番号・生年月日を確認してください。

 事務所コード 

住所 
（住民票の住所） 

日本年 金機構理事長 あて

被保険者氏名 
（学生ご本人の氏名） 

学校の名称

学校の所在地
都 道

府 県

市 区

町 村

前年所得

令和　　　年　　　月　　　日

   令和  8 年  4 月   から     令和       年      月まで

（電話　　　　　－　　　　　－　　　　　　）

   　　　　　    年      月入学       〈卒業予定年月〉 令和      年      月卒業予定

市 区

町 村

都 道

府 県

〒

受付年月日

 〈入学年月〉 

 「所得＝収入ー必要経費」です。記入にあたっては、同封の記入例をご覧ください。

 
上記のとおり国民年金保険料学生納付特例を申請します。 

今回の申請は最長で令和9年3月までとなります。

  

在学予定年月(至)

－

１．なし ２．あり（128万円以下） ３．あり（128万円超） 
16歳以上19歳未満の扶養親族

【　あり（　　人）　・　なし　】

  令和7年度と同じ学校等に在学される方がご利用いただける申請書（ハガキ）です。

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

9 9 9 9 9

平成

令和

March2026＜Vol.99＞ 



11

リーフレット おもて面

 

 

このお知らせは、令和７年度に学生納付特例制度をご利用され、引き続き令和８年度も在学 
予定の方にお送りしています。 

 
 

 

 

 

 

 

マイナポータルにログイン後、下図赤枠部分を順にタップし「手続に進む」から申請してください。 

マイナポータルはこちら 
https://myna.go.jp 

 

 

令和８年度（令和８年４月～令和９年３月）の学生納付特例申請が必要です。オンラインまたは 

同封の申請書（ハガキ）で申請してください。 

※ 申請書（ハガキ）の記入例は裏面にあります。 

※ 在学する学校等に変更がある方は、同封の申請書（ハガキ）で申請することはできません。マイナポータルから 

オンラインで申請、もしくは住所地の市（区）役所または町村役場、お近くの年金事務所で申請してください。 

令和８年度も学生納付特例制度の利用を希望する方へ 

国民年金保険料 

学生納付特例申請について 
  

外国人のみなさま ／ International 

https：//www.nenkin.go.jp/international/index.html 

For more information about the public pension system, 
please visit the Japan Pension Service website. 

検索 pension international 

学生納付特例の申請方法 

マイナポータルと「ねんきんネット」を連携済みの方は
こちらからお知らせをご確認ください。 

＜オンラインで申請＞ 

＜オンラインで申請する場合＞ 

マイナポータルと「ねんきんネット」を連携済みの方 

日本年金機構からマイナポータルにお知らせ「国民年金保険料の学生納付特例制度の手続き 

について」をお送りしています。お知らせ内の「申請」ボタンから申請できます。 

マイナポータルと「ねんきんネット」を連携していない方 

連携していなくてもマイナポータルから申請できます。申請方法はリーフレット下部の図   

＜オンラインで申請＞をご覧ください。 

＜申請書（ハガキ）で申請する場合＞ 

必要事項を記入し、郵送してください。 

March2026＜Vol.99＞ 
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リーフレット うら面

 

学生納付特例が承認された期間は、老齢年金を受け取るための資格期間（受給資格期間）に算入 

されますが、年金額には反映されません。 

なお、期間中に、けがや病気で障害が残った場合や、死亡といった不測の事態が起こった場合には、 

障害年金や遺族年金を受け取ることができます。 

学生納付特例が承認された期間の保険料は、１０年以内であれば、お申し込みに

より後から納めること（追納）ができ、追納した期間は、保険料を全額納付した 

場合と同じ扱いになります。 

ただし、学生納付特例が承認された期間の翌年度から起算して、３年度目以降に

保険料を追納する場合は、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せ 

されます。 

 

追納制度の詳細は 

こちらからご確認 
ください。 

.5 

納付方法や前納制度

の詳細はこちらから

ご確認ください。 

在学予定年月

学生納付特例申請期間

住所 
（住民票の住所） 

日本年金機構理事長 あて

被保険者氏名 
（学生ご本人の氏名） 

学校の名称

学校の所在地
都 道

府 県

市 区

町 村

前年所得

令和　　　年　　　月　　　日

   令和  8 年  4 月   から     令和       年      月まで

（電話　　　　　－　　　　　－　　　　　　）

   　　　　　    年      月入学       〈卒業予定年月〉 令和      年      月卒業予定

市 区

町 村

都 道

府 県

〒

受付年月日 「所得＝収入ー必要経費」です。記入にあたっては、同封の記入例をご覧ください。

上記のとおり国民年金保険料学生納付特例を申請します。 
この申請に必要な所得情報等の確認を市区町村（前住所地等を含む）および
日本年金機構に委託します。  

今回の申請は最長で令和9年3月までとなります。

  

－

１．なし ２．あり（128万円以下） ３．あり（128万円超） 
16歳以上19歳未満の扶養親族

【　あり（　　人）　・　なし　】

平成

令和

年金大学

東京 杉並

〈入学年月〉 5 4 9 3

9 3

東京 杉並 高井戸西３－５－２４

年金　太郎 XX XXXX XXXX

8 4 9

168 8505

 

 

 

【前年所得】欄 

いずれかに必ず〇を記入してください。 

給与所得者の場合の所得計算方法：年間所得 ＝ 収入－給与所得控除（65万円～） 

（アルバイト収入のみの場合） 

アルバイト収入が１カ月4万円（年間48万円）の場合は、給与所得控除（65万円）以下 

であるため、所得は「1．なし」となります。（48万円－65万円 ＝ ▲17万円となるため） 

学生納付特例が承認された期間の取り扱い 

学生納付特例が承認された期間の保険料の追納 

保険料の納付を希望する方へ 

学生納付特例制度を利用せず保険料を納付する場合は、別途お送りする納付書を

使用してください。 

なお、保険料は前払いすることで割引が適用されます（前納制度）。 

詳しくは右の二次元コードから日本年金機構ホームページをご確認ください。 

納付方法やご使用いただく納付書について不明点があれば、封筒裏面のねんきん 

加入者ダイヤルまたはお近くの年金事務所にご連絡ください。 

 

 

＜申請書（ハガキ）で申請＞ 

青字部分を全て記入し、同封の個人情報保護シールを貼り付けて郵送してください。 

 

【住所、被保険者氏名】欄 

被保険者（学生）ご本人の住所と 

氏名をご記入ください。 

※ 住民票の住所をご記入ください。 

2604 1016 002 
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○ 国民年金保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額について、厚生労働省告示（令和8年
厚生労働省告示第35号）により定められました。

○ 2年分の保険料額・割引額について、令和9年度の国民年金保険料を月額18,290円として
計算しています。

○ クレジットカード納付による６カ月前納・１年前納・２年前納の割引額は、納付書による現金
納付の割引額と同額です。

令和8年度国民年金保険料について

1．国民年金保険料の金額について

令和8年度の国民年金保険料額は、「月額17,920円」です。

※ 国民年金法第87条において17,000円と規定されていますが、実際の保険料額は、平成16年度からの

物価と賃金の変動に基づく令和 8年度の保険料改定率「 1 . 0 5 4」を乗じることにより、

 17,920円となりました。

2．国民年金保険料納付額比較（令和8年4月時点）について

3．令和8年4月の2年前納について

口座振替・クレジットカード納付による令和8年4月末振替（立替）の2年前納の新規申込みは、

令和8年2月末日で受付を終了しましたが、現金（納付書）での納付ができます。

納付書の発行については、お近くの年金事務所をご案内ください。

令和8年4月から令和10年3月分までの前納納付書の使用期限は、令和8年4月30日（木）です。

事前に相談があった際には、早めに納付いただくようご案内をお願いします。

なお、保険料額が30万円を超える納付書は、コンビニエンスストアおよびスマートフォンからの

電子決済では納付できません。

※ 年度途中で新たに国民年金第1号被保険者になった方も、納付書・口座振替・クレジットカード納付に

よる翌年度3月分までの前納ができます。

13

種類
1カ月分 6カ月分 1年分 2年分

保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額 保険料額 割引額

毎月納付 17,920円 － 107,520円 － 215,040円 － 434,520円 －

納付書
（現金前納）

－ － 106,650円 870円 211,220円 3,820円 418,510円 16,010円

口座振替

17,920円 －

106,300円 1,220円 210,530円 4,510円 417,150円 17,370円17,860円

（早割）
60円

クレジット 17,920円 － 106,650円 870円 211,220円 3,820円 418,510円 16,010円
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国民年金保険料の納付については、納付書による現金納付のほか、便利でお得な4つの納付方法

があります。納付書による現金納付以外の納付方法についてお問い合わせがありましたら、次の

ご案内をお願いいたします。

国民年金保険料の便利でお得な納付方法について

○ 口座振替 前納による割引額が一番大きい納付方法です

口座振替を利用すると、金融機関等に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。

6カ月、1年、2年（2年前納（4月開始）を含む）の前納に加え、口座振替では、１カ月の前納

（早割）でも割引を受けることができます。

申込先は、お近くの年金事務所または口座振替を希望する金融機関となります。

※ 過去の納め忘れの保険料は、口座振替で納付できません。

※ 引き落とし日は月の末日ですが、土・日・祝日の場合は、翌営業日に引き落としとなります。

※ 一部免除（一部納付）の方は、「毎月納付（翌月末振替）」のみご利用が可能です。

○ クレジットカード納付

継続的にクレジットカード会社から立替納付を行うもので、金融機関等に行く手間と時間が省

け、納め忘れも防ぐことができます。また、6カ月、1年、 2年（2年前納（4月開始）を含む）の

前納方法で納付すると、納付書で前納する場合と同じ割引額の保険料で納付できます。

申込先は、お近くの年金事務所となります。

※ 過去の納め忘れの保険料および一部免除期間の保険料は、クレジットカードで納付することができません。

○ 電子（キャッシュレス）決済

納付書とスマートフォンがあれば、決済アプリを利用して納付ができます。

【対象決済アプリ】（令和8年3月現在）

AEON Pay、 au PAY、ｄ払い🄬、PayB※1、PayPay※2、楽天ペイ (五十音順)

※1 金融機関等が提供するアプリを含みます。詳細については、PayBのホームページでご確認ください。

※2 PayPayマネーライトでは納付できません。

※3 バーコードが印字されない納付書（30万円を超える金額の納付書等）については、ご利用いただけません。

○ 電子納付（Pay-easy）

Pay-easy（ペイジー）なら、自宅や外出先から、夜間や休日でも、納付ができます。

  納付書に記載されている「収納機関番号」、「納付番号」、「確認番号」を使用することで、

Pay-easy（ペイジー）対応のＡＴＭ、インターネットバンキングの画面に入力するだけで

納付できます。

 詳しくは、Pay-easy （ペイジー）のホームページをご確認ください。

March2026＜Vol.99＞ 
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はじめに

50 障害年金講座

15

はじめに

目次

Vol.

平素より年金事業にご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。

「障害年金講座」コーナーでは、市区町村の皆様方向けに、障害年金に関する窓口事務での注

意点やよくある返戻事例等、さまざまな情報をお届けしております。

毎号、市区町村の皆様方の日々の業務にお役立てできるよう努めてまいりますので、今後とも

よろしくお願いします。

今回のテーマは 障害状態が悪化した場合の手続きについてです

障害状態が悪化した時に提出いただく書類として「額改定請求書」と「支給停止事由消滅届」が

ありますが、「両者の違い」や「どういった場合にどちらの書類を提出するべきか」といった照会

が寄せられております。そこで今回は当該書類が提出できるそれぞれのケースなど、混同しやすい

内容について掲載します。なお、制度の仕組み上、障害基礎年金だけではなく参考として障害厚生

年金についても一部触れさせていただきます。  

March2026＜Vol.99＞ 

障害年金センター

１ 「額改定請求書」と「支給停止事由消滅届」の違い

「額改定請求書」は障害年金を受給している者（1級は除く）が障害状態が悪化した場合に提出す

る書類、「支給停止事由消滅届」は障害年金を受給する権利はあるものの、主に障害の程度が軽快し

たため障害年金の全額が支給停止されている者が障害状態が悪化した場合に提出する書類です。以下

で「額改定請求書」を中心に解説し、その対比で「支給停止事由消滅届」についても記載します。

２ 額改定請求書の要件

障害基礎年金（又は障害厚生年金）の受給権者は、障害の程度の増進による障害年金の額の改定

請求を、障害年金の受給権発生日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して１年を経過した

日後に、厚生労働大臣に対して請求することができます。ただし、例外として厚生労働省令で定め

る特定の事例に該当するものは、１年を待たずに請求することができます。 

「厚生労働大臣の診査を受けた日」、「１年を経過した日後」及び「厚生労働省令で定める特定

の事例」の詳細については次ページ以降（16～17ページ）に記載のとおりです。
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●「厚生労働大臣の診査を受けた日」とは（以下①～③のとおり）

① 障害状態確認届において従前の障害等級以外に該当すると認められたとき

増額改定だった場合は指定日（誕生月末日）の属する月の初日、減額改定だった場合は指定日

（誕生月末日）の翌日から起算して3月経過した日の属する前月の初日です。例えば3月14日が

誕生日の場合、以下のとおりとなります。

増額改定の場合：3月1日（指定日：3月31日 ⇒ 指定日の属する月の初日：3月1日）

減額改定の場合：6月1日（指定日：3月31日 ⇒ 指定日翌日：4月1日 ⇒ 指定日翌日から起算

して３月経過した日：7月1日 ⇒ ３月経過した日の属する前月初日：6月1日）

② 額改定請求のあった日

額改定請求書の受付日です。ただし、額改定請求が却下処分となった場合は除きます。

③ 障害の状態に該当するために支給停止が解除された日

原則として後述の支給停止事由消滅届に添付された診断書の現症日です。

●「1年を経過した日後」とは

上記①～③に該当した日が診査日となりますが、診査日を含め、１年を経過した日の翌日以後

となります。具体的には以下の例のとおりです。

障害状態確認届による支給継続は、単に障害の状態の確認を行ったものであるため、「厚生労働大

臣の診査を受けた日」には該当しません。

よって、障害状態確認届の提出によって等級が変わらない場合は指定日から１年経過を要せず、い

つでも額改定請求できることにご留意ください。

令和8年6月2日～
１年

令和7年6月1日

診査日
（又は受給権発生日） 額改定請求可能1年を経過した日

令和8年6月1日

例 診査日（上記①～③）が「令和7年6月1日」の場合

診査日の令和7年6月1日を含むと、１年経過した日は令和8年6月1日となり、その翌日の令和8年

6月2日以後、額改定請求が可能となります。なお、前ページに記載のとおり、受給権発生日から

１年経過した日後でも同様に額改定請求可能です。

・
・
・

・
・
・

・
・
・

翌日

Point 障害状態確認届で従前の障害等級と変わらない場合
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●「厚生労働省令で定める特定の事例」とは

額改定請求は、障害年金の受給権発生日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して1年を経

過した日後とされていましたが、法改正が行われ、平成26年4月1日より、障害の程度が増進したこ

とが明らかである場合として厚生労働省令で定める特定の事例に該当するものは、1年を待たずに

請求することができるようになりました。この「厚生労働省令で定める特定の事例」は以下の表の

とおりです。

【省令に定める１年経過を待たずに請求を行う事ができる事例】（新法）

番号 障害の状態
請求時の

障害の等級
番号 障害の状態

請求時の
障害の等級

1 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの 2級（3級）

2 一眼の視力は0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの 2級（3級）

3 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの 3級

4 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの 3級

10 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの 2級（3級）

11 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの 3級

12 喉頭を全て摘出したもの 3級

13 両上肢に全ての指を欠くもの 2級（3級）

14 両下肢を足関節以上で欠くもの 2級（3級）

15 両上肢の親指および人指し指または中指を欠くもの 3級

16 一上肢の全ての指を欠くもの 3級

17 両下肢の全ての指を欠くもの 3級

18 一下肢を足関節以上で欠くもの 3級

25 3級

27
人工呼吸器を装着したもの（1月を超えて常時装着して
いる場合に限る）

2級（3級）

2級（3級）26

脳死状態（脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止す
るに至った状態をいう）または遷延性植物状態（意識
障害により昏睡した状態にあることをいい、当該状態
が3月を超えて継続している場合に限る）となったもの

心臓再同期医療機器（心不全を治療するための医療機
器をいう）を装着したもの

3級

22
人工透析を行うもの（3月を超えて継続して行っている
場合に限る）

3級

21

23
6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀
胱（ストーマの処置を行わないものに限る）を使用し
ているもの

3級

9
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70
点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

3級

7

8

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／4
視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ
Ⅰ／2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

ゴールドマン型視野計による測定の結果、求心性視野
狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ／2視標によ
る両眼の視野がそれぞれ5度以内のもの

3級

3級

24
人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置を行ったも
の（人工肛門を使用した状態および尿路の変更を行っ
た状態が6月を超えて継続している場合に限る）

3級

人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状
態（留置カテーテルの使用または自己導尿（カテーテ
ルを用いて自ら排尿することをいう）を常に必要とす
る状態をいう）にあるもの（人工肛門を使用した状態
および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超えて継続
している場合に限る）

19

四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの（脳
血管障害または脊髄の器質的な障害によるものについ
ては、当該状態が6月を超えて継続している場合に限
る）
※完全麻痺の範囲が広がった場合も含む

2級（3級）

20
心臓を移植したものまたは人工心臓（補助人工心臓を
含む）を装着したもの

2級（3級）
5

ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ／4
視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ
Ⅰ／2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

2級（3級）

6
自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70
点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級（3級）

上記1から27の事例に該当すると見込まれる場合には、額改定請求書に「障害状態チェックシート」

（次ページ以降参照）が必要です。お客様に表面の「障害状態チェックシート（請求者記入）」をご

記載いただき、裏面の「診断書作成時の注意事項（診断書を作成する医師の皆さまへ）」を診断書を

作成する医師に確認してもらう必要があることにご留意ください。

Point 障害状態チェックシートの提出について
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＜ 表面 ＞
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＜日本年金機構ホームページ内の掲載先（令和８年２月時点）＞

トップページ>申請・届出様式>申請・届出様式（年金等の受け取り）>障害年金の届書>

障害の程度が変わったとき のページ内の「記入上の注意事項（1年を待たずに額改定請求を行う場合

（新法用））（ＰＤＦ）」をクリック。

＜ 裏面 ＞
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３ 額改定請求対象者であることの確認

額改定請求には、額改定請求日前3か月以内の現症日の診断書の添付が必要です。例えば、額改

定請求日（受付日）により、現症日は以下のとおりとなります。

 ・額改定請求日：令和8年3月1日   ⇒ 診断書現症日：令和7年12月１日～令和8年2月28日

 ・額改定請求日：令和8年3月14日 ⇒ 診断書現症日：令和7年12月14日～令和8年3月13日

４ 額改定請求書に添付する診断書について

額改定請求ができる者であるかどうか、以下について記録の確認をお願いします。

・障害年金受給権者であること。

・障害状態により支給停止となっていないこと。

・障害等級１級ではないこと。（請求は可能ですが、請求しても却下処分となります。）

・障害年金の受給権発生日又は厚生労働大臣の診査を受けた日から起算して１年を経過した日後

であること。

・＜参考＞65歳以上の（又は老齢基礎年金の繰上げ請求をしてる）障害厚生年金受給権者の場合

は、同一の支給事由で障害基礎年金の受給権があること。※

※65歳まで（繰上げ請求している場合は繰上げ請求をした時点まで）に、一度でも障害基礎年

金の受給権が発生している必要があるということです。例えば、65歳以上で過去に障害基礎

年金の受給権を有したことがない３級の障害厚生年金受給者の場合は、額改定請求ができま

せん。

５ 額改定請求の結果のお知らせ

 額改定請求書を審査した結果に応じ、以下の通知が送付されます。

・上位等級に該当した場合：「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」

なお、この場合、請求日の翌月分から増額された年金が支給されます。

・上位等級に該当しなかった場合：「障害年金の年金額を変更しない理由のお知らせ（年金額変

更不該当通知書）」

・１年の経過を待たずに行われた請求で、省令に規定する状態に該当しない場合（17～18ペー

ジ参照）：「障害年金の年金額を変更しない理由のお知らせ（却下通知書）」
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6 額改定請求書の記入時の留意点

額改定請求書（様式第210号）の記入に際しましては、以下の点にご留意いただくようご案内く

ださい。

×

×× × × × × × × × × × × × × × × ×

３１ ０４ ０１

２２ ０５ ０１

年金 花子

年金 道子

４０ ９ １０

８ １０ １０

×××××

××××××××××

××××××××××

＜ 表面 ＞

③欄に障害給付を受ける原因と
なった傷病名を記載します。

加算額（及び加給年金額）対象者
がいる場合は⑪欄と裏面の「生計
維持申立」欄を記載します。
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＜ 裏面 ＞

×
妻４０ ９ １０

８ １０ １０

年金 花子

年金 道子 子

× ×× ×× 年金 太郎

× ×× ××

× × × × × × ×

× × × × × × ×

ネンキン タロウ

年金 太郎

×× ×××× ××××

表面の⑪欄に記載した場合、
記載します。

＜日本年金機構ホームページ内の掲載先（令和８年２月時点）＞

トップページ>申請・届出様式>申請・届出様式（年金等の受け取り）>障害年金の届書>

障害の程度が変わったとき のページ内の「障害給付 額改定請求書（ＰＤＦ）」をクリック。



23

March2026＜Vol.99＞ 

7 支給停止事由消滅届の要件

老齢基礎年金・老齢厚生年金・障害基礎年金・障害厚生年金を受ける権利をもっているが、なん

らかの事由で年金の全額が支給停止されていた受給権者が、その支給停止の事由がなくなったとき

に提出します。ここでは障害年金について症状が悪化した場合について記載します。

・額改定請求書：1級を除く障害年金受給者が提出できる。ただし、受給権発生日又は診査日から

起算して１年経過している必要がある等の条件あり（20ページ参照）。

・支給停止事由消滅届：障害年金受給権者で、障害年金が全額支給停止されている者が提出できる。

＜留意点＞支給停止となっている者かどうか記録の確認をお願いします。

Point 額改定請求書との相違点①（要件）

支給停止事由消滅届は、人工透析開始や切断等の症状が固定している場合（症状固定）を除き、原

則として現症日で支給停止が解除され、解除日（診査日）の翌月分から支給開始となります。した

がって、症状が重くなった時点の現症日の診断書の添付が必要です。

支給停止事由消滅届は、届出により現症日まで遡って支給停止解除となります。以下の例をご参照

ください。

8 支給停止事由消滅届に添付する診断書について

なお、症状固定のケースについては、次ページの例をご参照ください。

令和8年3月5日

現症日まで遡って支給停止解除

障害基礎年金支給
停止

支給停止事由
消滅届提出

診断書現症日

令和4年12月10日

・
・
・
・

・
・
・
・

支給停止解除

令和5年1月

・
・
・
・

支給

診断書現症日まで遡る

例



24

March2026＜Vol.99＞ 

9 支給停止事由消滅届の結果のお知らせ

支給停止事由消滅届を審査した結果に応じ、以下の通知が送付されます。

・支給停止事由が消滅した場合（停止解除） ：「国民年金・厚生年金保険 支給額変更通知書」

なお、この場合、支給停止が解除された日の翌月分から年金が支給されます

・障害の状態が障害等級に該当せず支給停止事由が消滅しなかった場合：「障害年金の支給停止を

解除しない理由のお知らせ（支給停止事由消滅不該当通知書）」

・額改定請求書：額改定請求日前3か月以内の現症日の診断書の添付が必要（20ページ参照）。

・支給停止事由消滅届：症状が重くなった時点の現症日の診断書の添付が必要。

＜留意点＞支給停止事由消滅届は、直近の診断書を案内することのないようご留意ください。

Point 額改定請求書との相違点②（診断書）

令和8年4月5日

人工透析開始日（症状固定）で支給停止が解除される場合

障害基礎年金支給
停止

支給停止事由
消滅届提出

人工透析開始

令和7年12月10日

・
・
・
・

・
・
・
・

診断書現症日

令和8年3月15日

・
・
・
・

支給停止解除

令和8年1月

・
・
・
・

支給

人工透析開始日まで遡る

例

・額改定請求書：請求日（受付日）の翌月分から増額された年金の支給開始（20ページ参照）。

・支給停止事由消滅届：支給停止が解除された日の翌月分から支給開始。

＜留意点＞額改定請求書は請求日によって支給開始月が決まりますが、支給停止事由消滅届は、

提出日によらず症状が重くなった時点まで遡って（ただし時効の範囲内で）支給され

ます。額改定請求書は、請求日が月をまたいで遅れると支給開始月も遅れることにご

留意ください。

Point 額改定請求書との相違点③（支給開始）
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× × × × × × × × × × × × × × × ×

３１ ０４ ０ １
２９ ０４ ０ １

年金 花子

年金 道子

４０ ９ １０

８ １０１０

妻

子

× ×× ×× 年金 太郎

年金 太郎
ネンキン タロウ

×× ×××× ××××

× ×× ××
× ×× ×× ××

10 支給停止事由消滅届の記入時の留意点

支給停止事由消滅届（様式第207号）の記入に際しましては、以下の点にご留意いただくようご

案内ください。

加算額・加給年金額対象者がいる
場合は⑥欄を記載します。支給停
止中に当該対象者となった場合は
様式229-1号が必要です。

③欄の日付は現症日、または症
状固定の場合は症状固定した日
※を記載します。
※人工透析開始日や切断の日

＜日本年金機構ホームページ内の掲載先（令和８年２月時点）＞

トップページ>申請・届出様式>申請・届出様式（年金等の受け取り）>障害年金の届書>

障害年金の支給を停止されている方が、再び障害年金を受けられる程度になったとき のページ内の

「老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届（ＰＤＦ）」をクリック。
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今号もご一読いただきありがとうございました。

本号が令和７年度最後の発行となります。１年間お読みいただきありがとうございました。

この３月で国民年金事務から離れる方もいらっしゃるかもしれません。最後の最後まで、この

「かけはし」が皆様のお役に立てますと幸いです。

「かけはし」は、来年度も皆さまのご意見とご要望をいただきながら、業務に役立つ情報を提供

してまいります。どうぞよろしくお願いいたします。


